
             

●一定の距離を保った会場の設営など新型コロナウイルス感染拡大防止に取組み対応させて頂きます。●受講者はマスクの着用をお願いします。

●感染状況によっては中止となる場合があります。その際には、お申込者様宛にご連絡いたします。 
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 近年、労働潜在力である女性の能力を最大限に引き出し、業績向上を図る女性活躍推進が

待ったなしの経営課題となっています。そこで、新法対応と併せ、男性も含めた働き方改革で業

績を向上させる具体策について事例を交え解説します。 

 

 

本年４月１日より、非正規社員と正社員の不合理な格差を禁じる「同一労働同一賃金」が中小

企業にも適用となり、職務の内容が同じなら基本給、賞与、各種手当等の待遇差の是正が求め

られます。格差是正は、人材確保や生産性向上に繋がるため重要なテーマです。 

今、コロナ禍によって企業の雇止めや採用の抑制により、中小企業にとっては人財確保のチャンス

が到来しています。また、外国人労働者や移住者も増えており、募集や採用には注意が必要です。   

そこで、求人募集の明示方法から優秀な人材確保のための具体策について解説します。 


